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うに表す。４車輪それぞれのばねたわみは、輪重を

軸ばね定数で除算して求めることができるが、本台

車では、輪重を求めるため、もともと軸ばねたわみ

量を測定している。４車輪の座標点のうち、いずれ

か３つの座標点(P1in, P2out, P2in)を通る平面を算

出し、当該平面と残りの座標点(P1out)との距離 L

は、平面性変位にほぼ等しいと考えられる。

図３ 軸ばねたわみによる平面性変位の算出

半径 160m の曲線区間において、昨年 3)と同じレ

ール交換前後のデータを用いて、平面性変位を求め

た結果を図４及び図５にそれぞれ示す。

両図を比較すると、12.25km 付近に顕著な違いが

見られる。この付近のレール継目から、キロポスト

の数字が小さくなる方向でレール交換を実施したこ

とが確認されており、継目位置で新旧レール高さを

合わせるためのレール高さ調整による影響が考えら

れる。さらに、両者の差分を取った図６では、平面

性変位の変化箇所及び変化量が明確に示されている。

３．３．軌道の保守管理への活用方向性

本台車では、まず脱線係数や輪重変動を毎日把握

でき、これらの値が大きくなる要注意箇所を抽出す

ることができる。次に、昨年提案したデータの信号

分解によって、摩擦係数などの要因ごとの影響を相

対的に評価することができる。さらに、今回の算出

法によって、平面性変位の大きな箇所、経時変化箇

所及び変化量が把握できる。このようにして、脱線

係数増大要因を絞り込むことができる。例えば、脱

線係数の測定値が大きな箇所において、摩擦係数や

平面性変位が小さい場合は、他の軌道変位、例えば

通り変位の大きさを個別に確認するよう指示する等、
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未然に脱線を防ぐ手順を示すことが可能となる。

図４ 平面性変位(①レール交換前)

図５ 平面性変位(②レール交換後)

図６ 平面性変位の差分(②-①)

４．まとめ

脱線係数観測データの軌道保守への活用を目標に

考察を進めた結果、以下のことが明らかとなった。

(1)常時観測データを活用した平面性変位の算出手

法を提案し、保守作業による影響の測定を通じて

算出手法を検証した。

(2)昨年提案した信号分解手法とともに活用するこ

とで、脱線係数増大要因を絞り込むことができる。

今後の課題としては、軌道保守への活用のシステ

ム化、異常警報のリアルタイム化等があげられる。
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１．はじめに 
軌道系交通システムの設備機器や車両に関わる安

全性については、急速な国際化の流れの中で、従来わ

が国には馴染みが薄かったリスクの数値管理等の概

念を含む国際規格に適合した評価が求められる事例

が増加している。本報告では、交通安全環境研究所（以

下「当所」という）が、第三者安全評価者として実施

している安全性評価に関する手法の、国際規格への対

応を重視した標準化に向けた取り組みについて述べ

る。なお、ここでは第三者安全性評価者を ISA

（Independent Safety Assessor）と位置付け、それに

よる安全性評価を「ISA評価」と表すこととする。 

２．最近の安全性評価の状況 
図 1 に、最近（平成 20 年度以降、鉄輪車両走行試

験および索道関係を除く約 50 件）の当所による ISA

評価対象システムの種別の内訳を示す。 
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図1 ISA評価対象の種別（平成20年度以降） 
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図2 ISA評価対象の展開先（平成20年度以降） 

 信号保安が全体の約3/4を占めるが、ホーム柵等の

地上設備の評価例も出ている。図2に、評価対象事例

の展開先の内訳を示す。国外向けが約半分を占め、国

内外を限定しない事例と合わせると約3/4が海外展開

を意識したものである。本報告では、これらのISA評

価事例をケーススタディとして検討を行った。 

３．評価手法の国際規格との整合 
３．１．整合が必要な国際規格 
鉄道に関する主要な国際規格としては、IEC（国際

電気標準会議）規格、ISO（国際標準化機構）規格が

挙げられる。そのうち、まずISA評価との整合の必要

性が高い主要事項を多く含むと考えられるIEC 62278

（RAMS）とIEC 62425（電子機器のセーフティケース）

の2規格との整合について、検討することとした(1)(2)。 

３．２．整合に関する主な検討課題 
３．２．１．ISA評価の位置付け 

 IEC 62425では、鉄道事業者側による安全性の承認

前には、メーカ等が作成するセーフティケース等に加

え、ISA評価とその報告書が必須であると規定されて

いる(2)。したがって海外展開事例ではISA評価が必要

条件として求められるケースが多いため、評価に当た

ってはISA評価の位置付けと役割を十分に認識する必

要がある。特に報告書の記述は、ISA評価と関連性が

高いセーフティケース中のPart.4 Technical Safety 

Reportの記述との整合性を図る必要がある。 
３．２．２．システムのライフサイクル段階 
 IEC62278では14段階のシステムライフサイクルを

規定し、その中で、総合セーフティケースは第6段階

で作成すべきとされる (1)。そのため、セーフティケー

スと併せて必要とされるISA評価においては、評価対

象仕様が第6段階を含み、適合しているかどうかを確

認し、その確認内容を報告書にも明記する必要がある

と考える。 

３．２．３．SILの概念 

 IEC 62425では、リスクの数値管理の概念として、
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SIL（Safety Integrity Level）を規定している(2)。

これは図3に示すようなシステム要求、安全性要求の

中で偶発的な故障に対する安全性の定量化を目的と

して、SIL1（危険事象発生率：10-6～10-5/hr）からSIL4

（同 10-9～10-8/hr）を規定している。一般的に、信号

保安システムの安全関連機能にはSIL4が要求される。

日本の鉄道システムは実績として SIL4 より 2 桁以上

高いレベルの安全性を実現してきたが、国際規格では

SIL算定の理論的な根拠の提示が求められるため、そ

の対応が必要である。 
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図3 システム要求仕様、安全性要求仕様とSIL(2) 

４．ISAとしての評価手法標準化へ向けた対応例 

４．１．評価対象の展開先の区分 
国内向けの事例では、国際規格への適合は求められ

ず、鉄道事業者等が提示する安全性要件への適合性評

価が求められるケースが多い。そのため評価手法の標

準化に当たっては、完全な共通化をめざすよりも、評

価対象の展開先の違いによって異なる部分を許容す

る方が適切と考える。ただし将来的な国際化の可能性

も踏まえ、可能な限り共通化することが望ましい。 
４．２．明確にすべき項目 
４．２．１．評価対象範囲 
 ISA評価の内容や結果については依頼者のメーカ等

に限らず、システム納入先に対しても責任が生じる可

能性がある。したがってISA評価として責任を持つ対

象範囲を明確にし、併せて、ヒューマンエラー等、ISA

評価の対象外であり責任を負わない部分を明示する。 

４．２．２．用語、略語 
 IEC 62278等の国際規格では、文書中の主な用語、

略語の定義が明確にされている。これに倣ってISA評

価においても主要な用語、略語の定義を明確にする。 
４．２．３．参照資料 

 ISA評価では評価の根拠となる参照資料として、前

述のセーフティケース等の他、評価対象システムに関

する各種の技術資料が提示される。この場合参照資料

に文書管理番号が無いと、ISA評価完了後の資料特定

が困難となり評価結果の再見が必要な場合に支障が

生じると予想されるため、参照資料には全て文書管理

番号が付与され、報告書に明示されることとする。 

４．３．FMEAと FTA 

 当所の ISA 評価では FMEA（Failure Mode Effects 

Analysis）およびFTA（Fault Tree Analysis）を中核

的な手法として用いてきた。一方、IEC 62425 では

Technical Safety Report における単一異常影響

（Effects of single faults）および複合異常影響

（Effects of multiple faults）に対する安全性担保

が規定され、FMEAを前者、FTAを後者の主要な解析手

段として挙げている(2)。したがってFMEA、FTAによる

解析をこのような位置付けとするともに、FTAでは図

4に示すように、基本事象から頂上事象への到達を阻

む制約ゲートの存在と信頼性（SIL等）を明確にする

ことで、安全性に対する評価を実施する。また、FTA

は静的な事象解明には有意であるが、動的な事象解明

には状態遷移図を利用した確率計算も行う。 
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図4 FTAによる複合異常影響解析と制約ｹﾞｰﾄ（模式図） 

５．まとめ 
 当所（交通安全環境研究所）がISAとして実施して

きた安全性評価の近況をケーススタディとし、評価手

法の国際規格との整合を重視した標準化への道筋と、

当所の独自手法について説明した。 
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１．はじめに 

鉄道システムでは、変電所施設をはじめ、車両や軌

道、信号システム等あらゆるところで電気・電子機器

が使用され、当然のことながらこれら機器から電波雑

音や電磁界が放射される。そのような環境の中、鉄道

システムから放射される電波雑音が他の機器へ影響

を与えたり、他の機器からの影響を受けたりする電磁

両立性（EMC）や、電磁界が人体へ与える影響（EMF）
について、国際規格や防護指針という形で提案されて

きた。 
このような状況のなか、経済産業省より電気設備か

ら生じる超低周波磁界の規制として商用周波数に対

し「電気設備に関する技術基準を定める省令」の改正

が平成 23 年 3 月 31 日行われ 1)、変電所、開閉所、変

圧器、電線路等の電力設備から発生する磁界値を、人

体への健康影響を考慮して ICNIRP 指針を参考に

200μT 以下とする規制が導入された。 
これを受け、鉄道用電力設備については、国土交通

省より「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」が

平成 24 年 7 月 2 日改正（平成 24 年 8 月 1 日施行）

され、変電所、電車線、電気機器設備等において、新

規に施工される施設や既存設備の改良工事の際に適

用されることとなった。2) 
このように、日本国内においても、人体に対する磁

界に関し、注目されるようになった現在、鉄道におい

ても、直流から交流まで測定可能なフラックスゲート

方式の磁界測定機を用いて測定し、国際規格に準拠し

た磁界測定結果をどのように評価すべきかが課題と

なった。 
そこで、本稿では鉄道車両から主に発生する直流か

ら 20kHz における複数の周波数からなる磁界につい

て、磁界の評価手法を考案することを目的とし、検討

を行ったので報告する。 
２．ICNIRP のガイドライン 

我が国では、鉄道車両から放射される磁界に対する

評価方法や規制値については、現在は、特に定められ

ていない。 
そのため、一般的には ICNIRP のガイドラインの

参考レベルを判断基準とすることが多い。この参考レ

ベルのうち、交流磁界については、脳内誘導電界と中

枢神経系以外の身体の組織における磁界の誘導電流

を考慮し導出された値であり、2010 年に改訂された

ICNIRP のガイドラインの交流磁界に対する公衆ば

く露の参考レベルのグラフを図 1 に示す。3) 
また、ICNIRP ガイドラインにおける直流磁界に対

する公衆曝露の参考レベルは、400mT とされている。

4) 

図１ 交流磁界に対する ICNIRP のガイドラインの 
参考レベル(実線:職業的曝露、点線:公衆曝露) 

３．評価方法 
３．１．直流磁界 
鉄道車両から発生する直流磁界を評価するために

は、時間領域において最大値を知る必要がある。ただ

し、時々刻々と変化する磁界において、直流磁界をど

のように抽出するかが課題となる。 
そこで、本稿では、次の方法により直流磁界を抽出

することとした。まず、磁界測定機から得られた時間

領域の三軸の磁束密度を三軸合成する。その後、１秒

の移動平均処理を行い、これを直流磁界とした（図 2
参照）。ただし、鉄道車両内では、力行から制動へ状


